
【表紙】
 

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 令和６年６月13日

【会社名】 株式会社グリーンクロス

【英訳名】 GREEN CROSS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　久保　孝二

【本店の所在の場所】 福岡市中央区小笹五丁目22番34号

（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で

行っております。）

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区笹丘一丁目17番29号

【電話番号】 ０９２－７３７－０３７０

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長　　松本　光一郎

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所

（福岡市中央区天神二丁目14番２号）

 

EDINET提出書類

株式会社グリーンクロス(E03279)

臨時報告書

1/3



１【提出理由】

　当社は、令和６年６月12日開催の取締役会において、持株会社体制へ移行する方針を決議し、令和６年７月25日開催

予定の当社第53期定時株主総会における承認決議等の所定の手続を経た上で、令和６年11月１日（予定）を期日とし

て、当社の単独株式移転（以下「本株式移転」といいます。）により、当社の持株会社である株式会社グリーンクロス

ホールディングス（以下「持株会社」といいます。）を設立することを決議いたしました。本株式移転に伴い、当社の

親会社及び主要株主に異動が生じることとなりますので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に

関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。

 

２【報告内容】

１．親会社の異動

(１）当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

①　名称　　　　　　株式会社グリーンクロスホールディングス（注）

②　住所　　　　　　福岡市中央区笹丘一丁目17番29号（注）

③　代表者の氏名　　代表取締役社長　　久保　孝二

④　資本金の額　　　697,266千円

⑤　事業の内容　　　グループ会社の経営管理及びそれに附帯又は関連する業務（注）

（注）　本臨時報告書提出日現在におきましては、株式会社グリーンクロスホールディングスは未設立であり、令

和６年11月１日の設立を予定しております。なお、上記各事項につきましては、現時点での予定を記載し

ております。

 

(２）当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割

合

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 －個 －％

異動後 88,304個 100.00％

　（注１）　異動後の「所有議決権の数」は、令和６年４月30日現在の当社の発行済株式総数9,025,280株に基づいて記

載しております。本株式移転に際して実際に株式移転設立完全親会社（持株会社）が交付する新株式数は変

動することがあり、その場合、所有議決権の数も変動します。なお、本株式移転の効力発生時点において、

当社が保有する自己株式に対しては、株式移転比率に応じて持株会社の普通株式が割当交付されることにな

ります。これに伴い、当社は一時的に持株会社の普通株式を保有することになりますが、その処分方法につ

いては、効力発生後、法令等に基づき速やかに処理する予定であります。

　（注２）　異動後の「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、令和６年４月30日現在の当社の総株主の議

決権の数88,304個を分母として計算しております。

 

(３）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

　本株式移転による完全親会社設立のため

②　異動の年月日

令和６年11月１日（予定）
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２．主要株主の異動

(１）当該異動に係る主要株主の名称

新たに主要株主となるもの：株式会社グリーンクロスホールディングス

 

(２）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 －個 －％

異動後 88,304個 100.00％

（注１）　異動後の「当該主要株主の所有議決権の数」は、令和６年４月30日現在の当社の発行済株式総数

9,025,280株に基づいて記載しております。本株式移転に際して実際に株式移転設立完全親会社（持株

会社）が交付する新株式数は変動することがあり、その場合、当該主要株主の所有議決権の数も変動し

ます。なお、本株式移転の効力発生時点において、当社が保有する自己株式に対しては、株式移転比率

に応じて持株会社の普通株式が割当交付されることになります。これに伴い、当社は一時的に持株会社

の普通株式を保有することになりますが、その処分方法については、効力発生後、法令等に基づき速や

かに処理する予定であります。

（注２）　異動後の「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、令和６年４月30日現在の当社の総株主

の議決権の数88,304個を分母として計算しております。

 

(３）当該異動の年月日

令和６年11月１日（予定）

 

(４）その他の事項

①　本報告書提出日現在の当社の資本金の額　　　　 　　　　697,266千円

②　本報告書提出日現在の当社の発行済株式総数　普通株式　 9,025,280株

 

以上

 

EDINET提出書類

株式会社グリーンクロス(E03279)

臨時報告書

3/3


	表紙
	本文
	１提出理由
	２報告内容

